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２．１　電子納品の定義
　電子納品とは、調査、設計、工事等の各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するこ
とをいう。業務の電子成果品とは、共通仕様書等において規定される成果品のうち、表１に示
す要領・基準（以下「各電子納品要領」という。）及び本ガイドラインに基づいて作成した電
子データをいう。各電子納品要領と本ガイドラインに差異がある場合は、本ガイドラインを優
先する。
　また、参考とすべきガイドライン等を表２に示す。

現行どおり

現行どおり

名称 策定年月 策定者

令和４年３月

＜平成２８年３月＞

平成２９年３月

＜平成２８年３月＞

令和２年３月

＜平成２８年３月＞

令和３年３月

＜平成２８年３月＞

平成２８年１０月

＜平成２０年１２月＞

令和８年５月

＜令和５年５月＞

令和８年５月

測量成果電子納品要領

地質・土質調査成果電子納品要領

情報共有システム活用試行要領

国土交通省

徳島県

表１　適用又は準拠すべき要領・基準

土木設計業務等の電子納品要領

オンライン電子納品実施要領

ＣＡＤ製図基準

デジタル写真管理情報基準

※＜＞内の策定年月については協議により使用することができる。



改 正 理 由 　一部改正

現　　　　　行 改　　　　　正

２．２　電子納品の対象書類（データ）
　電子納品の対象とする書類（データ）を表３に示す。電子化された書類には、原則として押
印は不要とする。ただし、印影等を電子データとして残したい場合は、この限りではない。
　なお、押印された書類は、紙媒体の成果品に綴じて提出を行い、業務の効率化や将来の利活
用により効果が期待できるものを電子納品する。
　データの格納については、オリジナルファイルをREPORT/ORGに格納し、オリジナルファイル
からＰＤＦ変換したものを、REPORTに格納し、納品すること。

記載なし

２．２　電子納品の対象書類（データ）
　電子納品の対象とする書類（データ）を表３に示す。電子納品の対象書類については、紙媒
体での提出を要しない。ただし、受注者から紙媒体での提出があった場合は、その取扱いを否
定するものではない。
　なお、電子化された書類には、原則として押印は不要とする。ただし、印影等を電子データ
として残したい場合は、この限りではない。
　また、押印された書類は、紙媒体の成果品に綴じて提出を行い、業務の効率化や将来の利活
用により効果が期待できるものを電子納品する。
　データの格納については、オリジナルファイルをREPORT/ORGに格納し、オリジナルファイル
からＰＤＦ変換したものを、REPORTに格納し、納品すること。

２．６　オンライン電子納品
　別に定める「オンライン電子納品実施要領」により、オンラインによる電子納品をすること
ができる。この場合、ＣＤ―Ｒ又はＤＶＤ－Ｒによる納品の必要はない。
　なお、受注者がオンラインにより電子納品する場合に、併せてＣＤ―Ｒ又はＤＶＤ－Ｒによ
り納品された場合は、その取扱いを否定するものではない。
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図２　電子納品の流れ 図２　電子納品の流れ
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３．６．５　電子成果品の内容の確認
（３）電子データと紙成果の確認
　　提出する電子成果品の内容が、紙媒体の成果品の内容と同じであることを確認すること。

３．７　成果品の納品
　受注者は、委託業務完了報告書とともに発注者へ紙媒体の成果品（Ａ４チューブファイル綴
じ）１部及び電子成果品正副各１部の計３部を納品すること。このとき、納品前チェックシー
ト結果、徳島県電子納品チェッカーのチェック結果及び電子媒体納品書を、紙媒体の成果品に
綴じ発注者へ提出すること。

記載なし

３．６．５　電子成果品の内容の確認
（３）電子データと紙成果の確認
　　電子成果品と同じ内容の紙成果を提出する場合は、提出する電子成果品の内容が、紙媒体
の成果品の内容と同じであることを確認すること。

３．７　成果品の納品
　受注者は、委託業務完了報告書とともに発注者へ紙媒体の成果品（Ａ４チューブファイル綴
じ）１部及び電子成果品正副各１部の計３部を納品すること。このとき、(削除）徳島県電子納
品チェッカーのチェック結果及び電子媒体納品書を、紙媒体の成果品に綴じ発注者へ提出する
こと。
　なお、「納品前チェックシート【土木設計等業務編】受注者用」については、試行的に提
出・提示を求めない運用とする。

７　電子成果品をオンライン電子納品で納品するときの留意事項
　「オンライン電子納品実施要領」によること。
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